
一般競争入札の実施について（公告） 

 

下記のとおり、条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６及び山形市契約規則（昭和３９年市規則第１８号。以下「規則」という。）

第１８条の規定により公告する。 

 なお、この入札は、山形市電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）により執

行する。 

 

  令和６年４月２４日 

               山形市長 佐 藤 孝 弘 

記 

１ 競争入札に付する事項 

 ⑴ 業務委託名 【業務委託番号】 

橋梁長寿命化修繕事業市道浜田青柳線青柳跨線橋ほか橋梁点検診断業務委託（Ｒ６） 

【０００２９６】 

 ⑵ 委託箇所 

   山形市流通センター四丁目地内ほか 

 ⑶ 業務の概要 

   橋梁６３橋の点検及び診断 

⑷ 履行期間 

令和７年３月１４日まで 

⑸ 予定価格 

２７，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含まない。） 

⑹ 特記事項 

本業務委託は、地域の特性に精通する地元企業及び高度な専門的技術を有する企業が１ 

つの組織体（以下「設計共同体」という。）を形成し、各々の優れた技術力を結集すること

で、より品質に優れた業務の実現及び地元企業の技術力の向上を目的として制定した山形市

工事関連業務委託における共同設計方式実施要綱（平成２９年４月１日施行。以下「実施要

綱」という。）を適用する。 

 

２ 入札書の受付期間、開札日時及び開札場所 

 ⑴ 入札書の受付期間 令和６年５月２９日（水）午前８時３０分から 

令和６年５月３０日（木）正午まで 

 ⑵ 開札日時     令和６年５月３１日（金）午前９時 

⑶ 開札場所     山形市役所 １１階 入札室 

 

３ 入札参加者の資格 

⑴ 次に掲げる要件を全て満たす企業により構成される２者による自主結成方式の設計共同体

とする。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

イ 規則第２５条第２項の規定に基づき、競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」とい

う。）に登載されていること。 



ウ 本業務委託における他の設計共同体の構成員になっていないこと。 

エ 入札参加資格の確認日（参加資格確認申請書の受付期間の末日）から本件入札の執行   

日までの間に山形市工事請負業者指名停止要綱（平成７年４月１日施行）に基づく指名停

止の措置を受けていないこと。 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続（同法に基づく更生計画の

認可の決定後である場合を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

く再生手続（同法に基づく再生計画の認可の決定後である場合を除く。）中の者でないこ

と。 

カ 山形市委託契約約款第２０条第９号の規定に該当しない者であること。 

キ 山形市電子入札運用基準（平成２２年４月１日施行。以下「運用基準」という。）第４

条第１項の規定に基づき電子入札システム（規則第１７条第３号に規定する電子入札シス

テムをいう。以下同じ。）による利用者登録を行っている者又は運用基準第６条の規定に

基づき市長が認める紙入札参加者であること。 

⑵ 業務委託料の総額に対する各構成員が担当する分担業務及び協力業務の価額の割合は、全

ての構成員についてそれぞれ２割を下回らないこと。 

⑶ 設計共同体の代表者となる構成員は、構成員間において決定すること。 

 ⑷ 構成区分及び条件は、次のとおりとする。 

ア 構成員（Ⅰ） 

（ア） 名簿に建設コンサルタント業務（鋼構造及びコンクリート部門の登録を受けている

者に限る。）での登録があること。 

（イ） 平成２６年度以後に国、都道府県、山形県内市町村又は公益財団法人山形県建設技

術センターが発注した業務委託において、橋梁診断業務を元請として複数回受注し完

了させた実績（共同設計方式による業務形態である場合は、橋梁診断を主として担当

した構成員としての実績に限る。）を有すること。 

（ウ） 技術士（総合技術監理部門－建設〔鋼構造及びコンクリート〕又は建設部門〔鋼構

造及びコンクリート〕）、ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート）、土木学会認定上級

土木技術者（橋梁、鋼・コンクリート）、コンクリート診断士又は土木鋼構造診断士

のいずれかの資格を有する者を管理技術者として配置することができること。 

  イ 構成員（Ⅱ） 

（ア） 山形市内に本店を有していること。 

（イ） 名簿に建設コンサルタント業務での登録があること。 

（ウ） 技術士（総合技術監理部門－建設〔鋼構造及びコンクリート又は道路〕又は建設部

門〔鋼構造及びコンクリート又は道路〕）、ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート又は

道路）、土木学会認定上級土木技術者（橋梁、鋼・コンクリート）、コンクリート診

断士又は土木鋼構造診断士のいずれかの資格を有する者を管理技術者として配置する

ことができること。 

（エ） 技術士（総合技術監理部門－建設〔鋼構造及びコンクリート又は道路〕又は建設部

門〔鋼構造及びコンクリート又は道路〕）、ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート又は

道路）若しくは国土交通省登録技術者資格（〔施設分野：橋梁（鋼橋）、業務：点

検〕及び〔施設分野：橋梁（コンクリート橋）、業務：点検〕）のいずれかの資格を

保有している者又は過去５か年以内（令和元年度から令和５年度まで）に１回以上、

山形県が開催した橋梁点検研修会を受講している者を橋梁点検員として配置すること



ができること。なお、橋梁点検員は、管理技術者と兼務することができるが、橋梁診

断員とは兼務することができないものとする。 

⑸ 設計共同体の構成員のうち１者は、技術士（総合技術監理部門－建設〔鋼構造及びコンク

リート又は道路〕又は建設部門〔鋼構造及びコンクリート又は道路〕）、ＲＣＣＭ（鋼構造

及びコンクリート又は道路）、国土交通省登録技術者資格（〔施設分野：橋梁（鋼橋）、業

務：診断〕及び〔施設分野：橋梁（コンクリート橋）、業務：診断〕）又は道路橋点検士の

いずれかの資格を保有し、かつ、過去５か年以内（令和元年度から令和５年度まで）に１回

以上、山形県が開催した橋梁点検研修会を受講している者を橋梁診断員として配置すること

ができること。なお、橋梁診断員は、管理技術者と兼務することができるものとする。 

⑹ 設計共同体の構成員のうち１者は、技術士（総合技術監理部門－建設〔鋼構造及びコンク

リート〕又は建設部門〔鋼構造及びコンクリート〕）、ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリー

ト）、土木学会認定上級土木技術者（橋梁、鋼・コンクリート）、コンクリート診断士又は

土木鋼構造診断士のいずれかの資格を有する者を照査技術者として配置することができるこ

と。 

⑺ 入札に参加しようとする者の間で、一方の会社等の代表者が他方の会社等の代表者を現

に兼ねていないこと。 

 

４ 入札参加資格確認申請の受付期間、受付時間及び受付場所 

  本件入札への参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書等の書類を次に掲げる期間内に、

次に掲げる受付場所に提出するとともに、電子入札システムにより参加資格確認申請の手続を

行うものとする。 

⑴ 受付期間 

  令和６年４月２４日（水）から同年５月１５日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。） 

 ⑵ 受付時間 

   午前９時から午後５時まで（最終日は正午まで） 

  ⑶ 受付場所 

   山形市旅篭町二丁目３番２５号 

   山形市まちづくり政策部住宅政策課 

電話０２３－６４１－１２１２ 内線４６２･４６３番（工事契約係） 

      なお、一般競争入札参加資格確認申請書等の用紙は、山形市のホームページに掲載するほ

か、上記受付場所において配布する。 

 

５ 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証金 

免除する。 

⑵ 契約保証金 

  規則第７条及び第８条の規定による。 

 

６ その他 

⑴ 本業務委託の入札については、山形市最低制限価格制度を適用する。 

⑵ 本業務委託の入札で紙入札を行うことができる者は、紙入札について市長の承諾を得た者



に限る。紙入札の承諾手続は、運用基準により、「紙入札参加承諾願」を入札書の受付開始

日の２日前日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午後５時までに山形市まちづくり政策

部住宅政策課に持参し提出すること。 

⑶ 詳細については、別紙「入札説明書」による。ただし、別紙は、上記受付場所において保

管するものとする。 

 

７ 問合せ先  

  上記受付場所とする。 

 


